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【公開日】平成25年1月17日(2013.1.17)
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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
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   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１８Ｂ
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【手続補正書】
【提出日】平成25年12月25日(2013.12.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲート電極と、
　前記ゲート電極の一方の表面を覆うように配置されたゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜に重ねて配置された酸化物半導体と、
　前記酸化物半導体に重ねて配置されたソース電極及びドレイン電極と、
　前記ソース電極及びドレイン電極と、前記ゲート絶縁膜層との間に、前記酸化物半導体
に接するように配置された、水分を含有する水分含有膜がアニール処理されて形成された
酸素原子含有膜と、
　を有する半導体装置。
【請求項２】
　前記酸化物半導体は、第１の酸化物半導体層と、第２の酸化物半導体層を含み、
　前記酸素原子含有膜は、前記第１の酸化物半導体層と、前記第２の酸化物半導体層との
間に配置されたことを特徴とする請求項１記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記水分含有膜の水分濃度は、前記酸化物半導体に含まれる水分濃度よりも高いことを
特徴とする請求項１または２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記水分含有膜の水分濃度は、１ａｔｍ％乃至３０ａｔｍ％であることを特徴とする請
求項１乃至３のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記酸素原子含有膜は、前記酸化物半導体の厚さの２割から８割の間に設けられること
を特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記酸素原子含有膜は、不連続膜であることを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに
記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記酸化物半導体の厚さは、５ｎｍ乃至２００ｎｍであることを特徴とする請求項１乃
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至６のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記第１の酸化物半導体層の材料は、前記第２の酸化物半導体層の材料と異なることを
特徴とする請求項２に記載の半導体装置。
【請求項９】
　基板上に少なくとも第１の電極層を形成し、
　前記少なくとも第１の電極層が形成された基板に、酸化物半導体層と酸素原子含有膜を
含むチャネル層を形成し、
　前記チャネル層が形成された基板に、少なくとも第２の電極層を形成し、
　前記酸素原子含有膜に含まれる酸素原子を前記酸化物半導体層に拡散する、
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記酸化物半導体層は、第１の酸化物半導体層と第２の酸化物半導体層を含み、
　前記第１の電極層が形成された基板に、少なくとも前記第１の酸化物半導体層を形成し
、
　前記第１の酸化物半導体層上に、前記酸素原子含有膜を形成し、
　前記酸素原子含有膜上に、前記第２の酸化物半導体層を形成する、
　ことにより前記チャネル層を形成することを特徴とする請求項９記載の半導体装置の製
造方法。
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